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14人の増

都市内分権実施による職員配置のシミュレーション（Ｈ１６．５月調査結果による検討資料）

職員配置比率
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実施後
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嘱託・臨時
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１，４４２人

施設区分

増減内訳

1,592

本    　 庁

（H16．５月調査時点）

平成１６年度

現　状

100.0%6.6% 4.8% 2.1% 47.7%

○合併建設計画策定時における正規職員の削減見通し
　このシミュレーションは、市職員によるプロジェクトチームにおいて、平成16年5月に全庁的に
実施した「事務事業の調査結果」及び「合併建設計画策定時における職員削減の見通し」に基づき
試算したものであり、地域総合事務所へ移行する事務事業のさらなる検討や人員配置の精査、支所
の充実内容との整合を図る必要があります。

△２７４人

定年退職者　５４６人

採用　２７２人

２，８８８人

294人の減

　
正規職員　△219
嘱託・臨時 △75

　なお、このシミュレーションについては、平成16年５月時点での試算であることから、今後、都市内分権審議会における意見や答申を踏まえるとともに、今後策定される「財政構造改革プログラ
ム」及び「第三次定員適正化計画」との整合を図り、さらに検討を加える必要があります。
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